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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも、ゲート電極、ゲート絶縁膜、活性層、ソース電極及びドレイン
電極を有する薄膜電界効果型トランジスタであって、
　前記活性層が、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎからなる群より選ばれる少なくとも１種若しくは
これらの複合酸化物を含むｎ型アモルファス酸化物半導体層であって、
　前記活性層と前記ソース電極及び前記ドレイン電極との間に、抵抗層として、Ｉｎ、Ｇ
ａおよびＺｎからなる群より選ばれる少なくとも１種若しくはこれらの複合酸化物を含む
ｎ型アモルファス酸化物半導体層を有し、
　前記活性層が前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層が前記ソース電極及び前記ドレイン
電極と接し、
　前記抵抗層の膜厚が１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、且つ、前記抵抗層の膜厚／前
記活性層の膜厚比が１を越え１０以下であり、
　前記活性層の酸素濃度が前記抵抗層の酸素濃度より低く、
　前記活性層の電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満であり、且つ
、前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度
／抵抗層の電気伝導度）が、１０１以上１０１０以下であり、
　前記基板上に、前記ゲート電極と、前記ゲート絶縁膜と、前記活性層と、前記抵抗層と
、前記ソース電極及び前記ドレイン電極と、をこの順に有する構造であることを特徴とす
る薄膜電界効果型トランジスタ。
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【請求項２】
　前記酸化物半導体が前記ＩｎおよびＺｎを含有し、前記抵抗層のＺｎとＩｎの組成比（
Ｉｎに対するＺｎの比率Ｚｎ／Ｉｎで表す）が前記活性層の組成比Ｚｎ／Ｉｎより大きい
ことを特徴とする請求項１に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項３】
　前記活性層の電気伝導度が１０－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満であることを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項４】
　前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度
／抵抗層の電気伝導度）が、１０２以上１０１０以下であることを特徴とする請求項１～
請求項３のいずれか１項に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項５】
　前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度
／抵抗層の電気伝導度）が、１０２以上１０８以下であることを特徴とする請求項４に記
載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項６】
　前記基板が可撓性樹脂基板であることを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項
に記載の薄膜電界効果トランジスタ。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の薄膜電界効果トランジスタを用いた表示装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜電界効果型トランジスタおよびそれを用いた表示装置に関する。特に活
性層にアモルファス酸化物半導体を用いた薄膜電界効果型トランジスタおよびそれを用い
た表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶やエレクトロルミネッセンス（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：
ＥＬ）技術等の進歩により、平面薄型画像表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ：ＦＰＤ）が実用化されている。特に、電流を通じることによって励起され発光する
薄膜材料を用いた有機電界発光素子（以後、「有機ＥＬ素子」と記載する場合がある）は
、低電圧で高輝度の発光が得られるために、携帯電話ディスプレイ、パーソナルデジタル
アシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータディスプレイ、自動車の情報ディスプレイ、ＴＶ
モニター、あるいは一般照明を含む広い分野で、デバイスの薄型化、軽量化、小型化、お
よび省電力の効果などが期待されている。
　これらＦＰＤは、ガラス基板上に設けた非晶質シリコン薄膜や多結晶シリコン薄膜を活
性層に用いる電界効果型薄膜トランジスタ（以後の説明で、Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ、もしくはＴＦＴと記載する場合がある）のアクティブマトリクス回路に
より駆動されている。
【０００３】
　一方、これらＦＰＤのより一層の薄型化、軽量化、耐破損性の向上を求めて、ガラス基
板の替わりに軽量で可撓性のある樹脂基板を用いる試みも行われている。
　しかし、上述のシリコン薄膜を用いるトランジスタの製造は、比較的高温の熱工程を要
し、一般的に耐熱性の低い樹脂基板上に直接形成することは困難である。
　そこで、低温での成膜が可能なアモルファス酸化物、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系
アモルファス酸化物を半導体薄膜に用いるＴＦＴの開発が活発に行われている（例えば、
特許文献１、非特許文献１参照）。
　アモルファス酸化物半導体を用いたＴＦＴは、室温成膜が可能であり、フイルム上に作
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製が可能であるので、フイルム（フレキシブル）ＴＦＴの活性層の材料として最近注目を
浴びている。特に、東工大・細野らにより、ａ－ＩＧＺＯを用いたＴＦＴは、ＰＥＮ基板
上でも電界効果移動度が約１０ｃｍ２／Ｖｓとガラス上のａ－Ｓｉ系ＴＦＴよりも高移動
度が報告されて、特にフイルムＴＦＴとして注目されるようになった（例えば、非特許文
献２参照）。
【０００４】
　しかし、このａ－ＩＧＺＯを用いたＴＦＴを例えば表示装置の駆動回路として用いる場
合、１ｃｍ２／Ｖｓ～１０ｃｍ２／Ｖｓという移動度では、特性は不十分であり、またＯ
ＦＦ電流が高く、ＯＮ／ＯＦＦ比が低いという問題がある。特に有機ＥＬ素子を用いた表
示装置に用いるためには、さらなる移動度の向上、ＯＮ／ＯＦＦ比の向上が要求される。
【特許文献１】特開２００６－１６５５２９号公報
【非特許文献１】ＩＤＷ／ＡＤ’０５、８４５頁－８４６頁（６　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ、２
００５）
【非特許文献２】ＮＡＴＵＲＥ、Ｖｏｌ．４３２（２５　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ、２００４）
、４８８頁－４９２頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、電界効果移動度が高く、高ＯＮ／ＯＦＦ比を示すアモルファス酸化物
半導体を用いた薄膜電界効果型トランジスタを提供することにある。特に、可撓性のある
樹脂基板上に作製が可能な高性能の薄膜電界効果型トランジスタを提供することにある。
　また、その薄膜電界効果型トランジスタを用いた新規な表示装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の上記課題は下記の手段によって解決された。
＜１＞　基板上に、少なくとも、ゲート電極、ゲート絶縁膜、活性層、ソース電極及びド
レイン電極を有する薄膜電界効果型トランジスタであって、前記活性層が酸化物半導体層
であって、前記活性層と前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方との間に
抵抗層として酸化物半導体層を有し、前記活性層が前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層
が前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方と接し、前記抵抗層の膜厚が前
記活性層の膜厚より厚く、前記活性層の電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃ
ｍ－１未満であり、且つ、前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比
率（活性層の電気伝導度／抵抗層の電気伝導度）が、１０１以上１０１０以下であること
を特徴とする薄膜電界効果型トランジスタ。
＜２＞　前記活性層がアモルファス酸化物半導体層であることを特徴とする＜１＞に記載
の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜３＞　前記抵抗層がアモルファス酸化物半導体層であることを特徴とする＜１＞又は＜
２＞に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜４＞　前記活性層の酸素濃度が前記抵抗層の酸素濃度より低いことを特徴とする＜１＞
～＜３＞のいずれかに記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜５＞　前記活性層及び抵抗層の酸化物半導体がＩｎ、ＧａおよびＺｎからなる群より選
ばれる少なくとも１種若しくはこれらの複合酸化物を含むことを特徴とする＜１＞～＜４
＞のいずれかに記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜６＞　前記酸化物半導体が前記ＩｎおよびＺｎを含有し、前記抵抗層のＺｎとＩｎの組
成比（Ｉｎに対するＺｎの比率Ｚｎ／Ｉｎで表す）が前記活性層の組成比Ｚｎ／Ｉｎより
大きいことを特徴とする＜５＞に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜７＞　前記活性層の電気伝導度が１０－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である
ことを特徴とする＜１＞～＜６＞のいずれかに記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜８＞　前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気
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伝導度／抵抗層の電気伝導度）が、１０２以上１０１０以下であることを特徴とする＜１
＞～＜７＞のいずれかに記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜９＞　前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気
伝導度／抵抗層の電気伝導度）が、１０２以上１０８以下であることを特徴とする＜８＞
に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜１０＞　前記基板が可撓性樹脂基板であることを特徴とする＜１＞～＜９＞のいずれか
に記載の薄膜電界効果トランジスタ。
＜１１＞　＜１＞～＜１０＞のいずれかに記載の薄膜電界効果トランジスタを用いた表示
装置。
【０００７】
　アモルファス酸化物半導体を用いたＴＦＴは、室温成膜が可能であり、可撓性プラスチ
ックフイルムを基板として作製が可能であるので、フイルム（フレキシブル）ＴＦＴの活
性層の材料として注目された。特に特開２００６－１６５５２９号公報で開示されている
ように、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物を半導体層（活性層）として用いることにより、
電界効果移動度１０ｃｍ２／Ｖｓ、ＯＮ／ＯＦＦ比１０３超の性能を持つＰＥＴ上に形成
されたＴＦＴが報告されている。しかしながら、これを例えば表示装置の駆動回路に用い
る場合、移動度、ＯＮ／ＯＦＦ比の観点から駆動回路を動作するには性能がまだ不十分で
あった。
　それは、従来の技術では、ＯＦＦ電流を低減させる為に、活性層の電子キャリア濃度を
１０１８／ｃｍ３未満にする必要があった。活性層に用いられるアモルファス酸化物半導
体は、電子キャリア濃度が下がると電子移動度が下がる傾向があるので、良好なＯＦＦ特
性と、高移動度を両立するＴＦＴを形成することが困難であったからである。
【０００８】
　本発明者らは、ＴＦＴの電界効果移動度を高め、かつＯＮ／ＯＦＦ比を改良する手段の
探索を鋭意進めた。その結果、少なくとも、ゲート電極、ゲート絶縁膜、活性層、ソース
電極及びドレイン電極を順次有する薄膜電界効果型トランジスタであって、前記活性層が
酸化物半導体層であって、前記活性層と前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくと
も一方との間に抵抗層として酸化物半導体層を有し、前記活性層が前記ゲート絶縁膜と接
し、前記抵抗層が前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方と接し、前記抵
抗層の膜厚が前記活性層の膜厚より厚く、前記活性層の電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１

以上１０２Ｓｃｍ－１未満であり、且つ、前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の
電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度／抵抗層の電気伝導度）が、１０１以上１０１０

以下である構成により、課題を解決し得ることを見出し、本発明に到達した。特に、前記
基板上に、少なくとも前記抵抗層と前記活性層を層状に有し、前記活性層が前記ゲート絶
縁膜と接し、前記抵抗層が前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方と接す
る構成が有効な手段として見出された。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、電界効果移動度が高く、高ＯＮ／ＯＦＦ比を示す薄膜電界効果型トラ
ンジスタおよびそれを用いた表示装置を提供することができる。特に、可撓性基板を用い
たフイルム（フレキシブル）ＴＦＴとして有用な薄膜電界効果型トランジスタおよびそれ
を用いた表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
１．薄膜電界効果型トランジスタ
　本発明の薄膜電界効果型トランジスタは、少なくとも、ゲート電極、ゲート絶縁膜、活
性層、ソース電極及びドレイン電極を順次有し、ゲート電極に電圧を印加して、活性層に
流れる電流を制御し、ソース電極とドレイン電極間の電流をスイッチングする機能を有す
るアクテイブ素子である。ＴＦＴ構造として、スタガ構造及び逆スタガ構造いずれをも形
成することができる。
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【００１１】
　本発明における活性層とソース電極及びドレイン電極の少なくとも一方との間に抵抗層
が電気的に接続している。好ましくは、抵抗層の電気伝導度は活性層の電気伝導度より小
さい。
　好ましくは、前記基板上に少なくとも前記抵抗層と前記活性層を層状に有し、前記活性
層の層が前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層の層が前記ソース電極及び前記ドレイン電
極の少なくとも一方と接する。
　好ましくは、前記活性層の電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満
である。より好ましくは１０－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。前記抵抗
層の電気伝導度は、好ましくは１０－２Ｓｃｍ－１以下、より好ましくは１０－９Ｓｃｍ
－１以上１０－３Ｓｃｍ－１未満であり、前記活性層の電気伝導度より小さい。より好ま
しくは、抵抗層の電気伝導度に対する活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度／
抵抗層の電気伝導度）が、１０２以上１０８以下である。
【００１２】
　前記活性層の電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１を下まわると電界効果移動度としては高
移動度が得られず、１０２Ｓｃｍ－１以上ではＯＦＦ電流が増加し、良好なＯＮ／ＯＦＦ
比が得られないので、好ましくない。
　また、動作安定性の観点から、抵抗層の膜厚が活性層の膜厚より厚いことが好ましい。
　より好ましくは、抵抗層の膜厚／活性層の膜厚の比が１を超え１００以下、さらに好ま
しくは１を超え１０以下である。
　また、別の態様として、抵抗層と活性層の間の電気伝導度が連続的に変化している態様
も好ましい。
【００１３】
　活性層及び抵抗層の酸化物半導体は、アモルファス状態であることが好ましい。
　好ましくは、活性層の酸化物半導体の酸素濃度が抵抗層の酸化物半導体の酸素濃度より
低い。
　好ましくは、前記酸化物半導体がＩｎ、ＧａおよびＺｎからなる群より選ばれる少なく
とも１種若しくはこれらの複合酸化物を含む。より好ましくは、前記酸化物半導体が前記
ＩｎおよびＺｎを含有し、前記抵抗層のＺｎとＩｎの組成比（Ｉｎに対するＺｎの比率Ｚ
ｎ／Ｉｎで表す）が前記活性層のＺｎ／Ｉｎ比より大きい。好ましくは、抵抗層のＺｎ／
Ｉｎ比が活性層のＺｎ／Ｉｎ比より３％以上大きく、さらに好ましくは、１０％以上大き
い。
　好ましくは、前記基板が可撓性樹脂基板である。
【００１４】
１）構造
　次に、図面を用いて、詳細に本発明における薄膜電界効果型トランジスタの構造を説明
する。
　図１は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタであって、逆スタガ構造の一例を示す模
式図である。基板１がプラスチックフィルムなどの可撓性基板の場合、基板１の一方の面
に絶縁層６を配し、その上にゲート電極２、ゲート絶縁膜３、活性層４－１、抵抗層４－
２を積層して有し、その表面にソース電極５－１とドレイン電極５－２が設置される。活
性層４－１はゲート絶縁膜３に接し、抵抗層４－２はソース電極５－１およびドレイン電
極５－２に接する。ゲート電極に電圧が印加されていない状態での活性層４－１の電気伝
導度が抵抗層４－２の電気伝導度より大きくなるように、活性層４－１および抵抗層４－
２の組成が決定される。ここで、活性層には、特開２００６－１６５５２９号公報に開示
されている酸化物半導体、例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体を用いる。これ
らの酸化物半導体は、電子キャリア濃度が高いほど、電子移動度が高くなることが知られ
ている。つまり、電気伝導度が大きいほど、電子移動度が高い。
　本発明における構造によれば、薄膜電界効果型トランジスタがゲート電極に電圧が印加
されたＯＮの状態では、チャネルとなる活性層が大きい電気伝導度を有しているため、ト



(6) JP 4727684 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

ランジスタの電界効果移動度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ＯＦＦの状態では抵抗
層の電気伝導度が小さい為に、抵抗層の抵抗が高いことから、ＯＦＦ電流が低く保たれる
ために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。
【００１５】
　図２は、従来の逆スタガ構造の薄膜電界効果型トランジスタの一例を示す模式図である
。
　活性層４はその厚み方向に特に電気伝導度の分布を有していない。従来の構成では、Ｏ
ＦＦ電流を低減するために、活性層４の抵抗値を下げる必要がある為に、活性層４のキャ
リア濃度を下げる必要があった。特開２００６－１６５５２９号公報によれば、良好なＯ
Ｎ／ＯＦＦ比を得るには、活性層４のアモルファス酸化物半導体の伝導度を低減する為に
、電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満、より好ましくは１０１６／ｃｍ３未満にす
ることが開示されている。しかし、特開２００６－１６５５２９号公報の図２に示される
ように、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体では、電子キャリア濃度を下げると膜の
電子移動度が減少してしまう。
　その為に、ＴＦＴの電界効果移動度で１０ｃｍ２／Ｖｓ以上を得ることができず、充分
なＯＮ電流を得ることができない。そのため、ＯＮ／ＯＦＦ比も充分な特性が得られない
。
　また、膜の電子移動度を上げるために、活性層４の酸化物半導体の電子キャリア濃度を
上げると、活性層４の電気伝導度が増し、ＯＦＦ電流が増加し、ＯＮ／ＯＦＦ比特性は悪
くなる。
【００１６】
　図には示してはいないが、本発明の趣旨は、活性層のゲート絶縁膜近傍にある電気伝導
度が、活性層のソース電極及びドレイン電極近傍にある電気伝導度より大きくなるように
半導体層（本願における半導体層は、活性層及び抵抗層を包含した層を意味する）を設け
ることにあり、その状態が得られる限りその達成手段は図１に示すような複数の半導体層
を設けることだけに留まるものではない。連続的に電気伝導度が変化しても良い。
【００１７】
　図３は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタであって、トップゲート構造の一例を示
す模式図である。基板がプラスチックフィルムなどの可撓性基板の場合、基板１１の一方
の面に絶縁層１６を配し、絶縁層上にソース電極５－１１とドレイン電極５－１２が設置
され、抵抗層４－１２、活性層４－１１を積層した後、ゲート絶縁膜１３、ゲート電極１
２を配する。逆スタガ型構成におけると同様に、活性層４－１１（大電気伝導度層）はゲ
ート絶縁膜１３に接し、抵抗層４－１２（小電気伝導度層）はソース電極５－１１および
ドレイン電極５－１２に接する。ゲート電極に電圧が印加されていない状態での活性層４
－１１の電気伝導度が抵抗層４－１２の電気伝導度より大きくなるように、活性層４－１
１および抵抗層４－１２の組成が決定される。
【００１８】
　図４は、比較のトップゲート構造薄膜電界効果型トランジスタの一例を示す模式図であ
る。特許文献１として先に提出した特開２００６－１６５５２９号公報に開示されている
ように、活性層として高酸素濃度層７と低酸素濃度層８の２層より形成される。高酸素濃
度層７は電子キャリア濃度の低い層、つまり電気伝導度の小さい層であり、低酸素濃度層
８は電子キャリア濃度の高い層、つまり電気伝導度の大きい層である。従って、この比較
の構造では、チャネルとなるゲート絶縁膜２３と接した活性層が電子キャリア濃度が低く
、電子移動度も低い膜である為、電界効果移動度においても高移動度は達成できない。
【００１９】
　図６は、参考の薄膜電界効果型トランジスタの構成であって、トップゲート構造の一例
を示す模式図である。半導体層の電気伝導度が層内で連続的にゲート絶縁膜に接する領域
で大きく、ソース・ドレイン電極に接する領域で小さくなるよう変化している構成である
。ゲート絶縁膜１５に近接した活性層領域４－２１の電気伝導度が高く、ソース電極１６
、ドレイン電極１７に近接した領域では電気伝導度が小さく抵抗層４－２２を形成する。
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このような構成の半導体層は、半導体層を蒸着する際のターゲット化合物のスパッタリン
グ条件を連続的に変えることによって作製することができる。
【００２０】
　図７は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の一
例を示す模式図である。ゲート絶縁膜３３上に、活性層４－３１が形成され、抵抗層はパ
ターニングされてソース電極５－３１およびドレイン電極５－３２が設けられる領域にの
みにそれぞれ抵抗層４－３２ａ、４－３２ｂを積層される。ゲート電極に電圧が印可され
てチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルとなる活性層４－３１が大きい電
気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動度は高くなり、高ＯＮ電流が得
られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネルが形成されていないＯＦＦ状態
では、ソース電極５－３１およびドレイン電極５－３２と活性層４－３１との間に電気抵
抗の大きな抵抗層４－３２ａおよび抵抗層４－３２ｂが介在することによって、ＯＦＦ電
流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。
【００２１】
　図８は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の一
例を示す模式図である。ゲート絶縁膜４３上に、活性層４－４１が形成され、抵抗層４－
４２はパターニングされてソース電極５－４１が設けられる領域にのみに積層される。ゲ
ート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルとなる
活性層４－４１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動度は
高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネルが形
成されていないＯＦＦ状態では、ソース電極５－４１と活性層４－４１との間に電気抵抗
の大きな抵抗層４－４２が介在することによって、ＯＦＦ電流が低く保たれるために、Ｏ
Ｎ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。尚、図８において、ソース電極５－４１とドレイ
ン電極５－４２とが入れ替わった構成（ドレイン電極５－４２と抵抗層４－４２とが接続
された構成）でももちろん良い。
【００２２】
　図９は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の一
例を示す模式図である。ゲート絶縁膜５３上に、抵抗層４－５２ａ、４－５２ｂ、および
活性層４－５１がパターニングされてソース電極５－５１、ドレイン電極５－５２が設け
られる領域に、抵抗層４－５２ａおよび４－５２ｂを配置し、抵抗層４－５２ａと４－５
２ｂの間に活性層４－５１が配置される。即ち、活性層４－５１はソース電極５－５１お
よびドレイン電極５－５２と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－５２ａおよび４
－５２ｂを介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－５１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネル
が形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－５２ａおよび４－５２
ｂによって、ＯＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される
。
【００２３】
　図１０は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の
一例を示す模式図である。ゲート絶縁膜６３上に、抵抗層４－６２、および活性層４－６
１がパターニングされてソース電極５－６１が設けられる領域に、抵抗層４－６２を配置
し、抵抗層４－６２が配置された箇所を除いて活性層４－６１が配置される。この構成で
は、活性層４－６１はソース電極５－６１と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－
６２を介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－６１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネル
が形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－６２によって、ＯＦＦ
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電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。尚、図１０におい
て、ソース電極５－６１とドレイン電極５－６２とが入れ替わった構成（ドレイン電極５
－６２と抵抗層４－６２とが接続された構成）でももちろん良い。
【００２４】
　図１１は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。絶縁層７６の上に、抵抗層４－７２ａ、４－７２ｂ、およ
び活性層４－７１がパターニングされてソース電極５－７１、ドレイン電極５－７２が設
けられる領域に、抵抗層４－７２ａおよび４－７２ｂを配置し、抵抗層４－７２ａおよび
４－７２ｂが配置された箇所を除いて活性層４－７１が配置される。この構成では、活性
層４－７１はソース電極５－７１およびドレイン電極５－７２と直接電気的に連結するこ
となく、抵抗層４－７２ａおよび４－７２ｂを介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－７１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネル
が形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－７２ａおよび４－７２
ｂによって、ＯＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される
。
【００２５】
　図１２は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。抵抗層４－８２および活性層４－８１がパターニングされ
てソース電極５－８１が設けられる領域に、抵抗層４－８２を配置し、抵抗層４－８２が
配置された箇所を除いて活性層４－８１が配置される。この構成では、活性層４－８１は
ソース電極５－８１と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－８２を介して接続する
。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－８１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネル
が形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－８２によって、ＯＦＦ
電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。尚、図１２におい
て、ソース電極５－８１とドレイン電極５－８２とが入れ替わった構成（ドレイン電極５
－８２と抵抗層４－８２とが接続された構成）でももちろん良い。
【００２６】
　図１３は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。絶縁層の上に、抵抗層４－９２ａ、４－９２ｂ、および活
性層４－９１がパターニングされて、配列がソース電極５－９１／抵抗層４－９２ａ／活
性層４－９１／抵抗層４－９２ｂ／ドレイン電極５－９２となるように配置される。この
構成では、活性層４－９１はソース電極５－９１およびドレイン電極５－９２と直接電気
的に連結することなく、抵抗層４－９２ａおよび４－９２ｂを介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－９１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネル
が形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－９２ａおよび４－９２
ｂによって、ＯＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される
。
【００２７】
　図１４は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。絶縁層の上に、抵抗層４－１０２、および活性層４－１０
１がパターニングされて、配列がソース電極５－１０１／活性層４－１０１／抵抗層４－
１０２／ドレイン電極５－１０２となるように配置される。この構成では、活性層４－１
０１はドレイン電極５－１０２と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－１０２を介
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して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－１０１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移
動度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネ
ルが形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－１０２によって、Ｏ
ＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。尚、図１４に
おいて、ソース電極５－１０１とドレイン電極５－１０２とが入れ替わった構成（ソース
電極５－１０１と抵抗層４－１０２とが接続された構成）でももちろん良い。
【００２８】
　図１５は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の
一例を示す模式図である。ゲート絶縁膜１１３の上に、抵抗層４－１１２ａ、４－１１２
ｂ、および活性層４－１１１がパターニングされて、配列がソース電極５－１１１／抵抗
層４－１１２ａ／活性層４－１１１／抵抗層４－１１２ｂ／ドレイン電極５－１１２とな
るように配置される。この構成では、活性層４－１１１はソース電極５－１１１およびド
レイン電極５－１１２と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－１１２ａおよび４－
１１２ｂを介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－１１１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移
動度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネ
ルが形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－１１２ａおよび４－
１１２ｂによって、ＯＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良
される。
【００２９】
　図１６は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、逆スタガ構造の
一例を示す模式図である。ゲート絶縁膜１２３の上に、抵抗層４－１２２、および活性層
４－１２１がパターニングされて、配列がソース電極５－１２１／抵抗層４－１２２／活
性層４－１２１／ドレイン電極５－１２２となるように配置される。この構成では、活性
層４－１２１はソース電極５－１２１と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－１２
２を介して接続する。
　ゲート電極に電圧が印可されてチャネルが形成されＯＮ状態になった場合、チャネルと
なる活性層４－１２１が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移
動度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。ゲート電極に電圧が印可されておらず、チャネ
ルが形成されていないＯＦＦ状態では、電気抵抗の大きな抵抗層４－１２２によって、Ｏ
ＦＦ電流が低く保たれるために、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。尚、図１６に
おいて、ソース電極５－１２１とドレイン電極５－１２２とが入れ替わった構成（ドレイ
ン電極５－１２２と抵抗層４－１２２とが接続された構成）でももちろん良い。
【００３０】
　図１７は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。絶縁層の上に、活性層４－１３１を有し、その上に抵抗層
４－１３２ａ、４－１３２ｂがパターニングされて、ソース電極５－１３１と活性層４－
１３１の間に抵抗層４－１３２ａ、ドレイン電極５－１３２と活性層４－１３１の間に抵
抗層４－１３２ｂが配置される。この構成では、活性層４－１３１はソース電極５－１３
１およびドレイン電極５－１３２と直接電気的に連結することなく、抵抗層４－１３２ａ
、４－１３２ｂを介して接続する。従って、同様に上述の本発明の効果が得られる。
【００３１】
　図１８は、本発明の薄膜電界効果型トランジスタの別の構成であって、トップゲート構
造の一例を示す模式図である。絶縁層の上に、活性層４－１４１を有し、その上に抵抗層
４－１４２がパターニングされて、ソース電極５－１４１と活性層４－１４１の間に配置
される。この構成では、活性層４－１４１はソース電極５－１４１と直接電気的に連結す
ることなく、抵抗層４－１４２を介して接続する。従って、同様に上述の本発明の効果が
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得られる。尚、図１８において、ソース電極５－１４１とドレイン電極５－１４２とが入
れ替わった構成（ドレイン電極５－１４２と抵抗層４－１４２とが接続された構成）でも
もちろん良い。
【００３２】
　図１９は、本発明のＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス駆動型液晶表示装置の等
価回路の模式図である。本発明における表示装置の回路は、特に図１９に示すものに限定
されるものではなく、従来公知の回路をそのまま応用することができる。
【００３３】
２）電気伝導度
　本発明における活性層及び抵抗層の電気伝導度について説明する。
　電気伝導度とは、物質の電気伝導のしやすさを表す物性値であり、物質のキャリア濃度
ｎ、電荷素量をｅ、キャリア移動度μとすると物質の電気伝導度σは以下の式で表される
。
　　　σ＝ｎｅμ
　活性層がｎ型半導体である時は、キャリアは電子であり、キャリア濃度とは電子キャリ
ア濃度を、キャリア移動度とは電子移動度を示す。同様に活性層がｐ型半導体ではキャリ
アは正孔であり、キャリア濃度とは、正孔キャリア濃度を、キャリア移動度とは正孔移動
度を示す。尚、物質のキャリア濃度とキャリア移動度とは、ホール測定により求めること
ができる。
【００３４】
　＜電気伝導度の求め方＞
　厚みが分かっている膜のシート抵抗を測定することにより、膜の電気伝導度を求めるこ
とができる。半導体の電気伝導度は温度により変化するが、本文記載の電気伝導度は、室
温（２０℃）での電気伝導度を示す。
【００３５】
３）ゲート絶縁膜
　ゲート絶縁膜としては、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、Ｔａ

２Ｏ５、ＨｆＯ２等の絶縁体、又はそれらの化合物を少なくとも二つ以上含む混晶化合物
が用いられる。また、ポリイミドのような高分子絶縁体もゲート絶縁膜として用いること
ができる。
【００３６】
　ゲート絶縁膜の膜厚としては１０ｎｍ～１０μｍが好ましい。ゲート絶縁膜はリーク電
流を減らす、電圧耐性を上げる為に、ある程度膜厚を厚くする必要がある。しかし、ゲー
ト絶縁膜の膜厚を厚くすると、ＴＦＴの駆動電圧の上昇を招く結果となる。その為、ゲー
ト絶縁膜の膜厚は無機絶縁体だと５０ｎｍ～１０００ｎｍ、高分子絶縁体だと０．５μｍ
～５μｍで用いられることが、より好ましい。特に、ＨｆＯ２のような高誘電率絶縁体を
ゲート絶縁膜に用いると、膜厚を厚くしても、低電圧でのＴＦＴ駆動が可能であるので、
特に好ましい。
【００３７】
４）活性層、抵抗層
　本発明に用いられる活性層及び抵抗層には、酸化物半導体が用いられる。特にアモルフ
ァス酸化物半導体が好ましい。酸化物半導体、特にアモルファス酸化物半導体は、低温で
成膜可能である為に、プラスティックのような可撓性のある樹脂基板に作製が可能である
。低温で作製可能な良好なアモルファス酸化物半導体としては、特開２００６－１６５５
２９号公報に開示されているような、Ｉｎを含む酸化物、ＩｎとＺｎを含む酸化物、Ｉｎ
、Ｇａ及びＺｎを含有する酸化物であり、組成構造としては、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ

（ｍは６未満の自然数）のものが好ましいことが知られている。これらは、キャリアが電
子のｎ型半導体である。
【００３８】
　具体的に本発明に係るアモルファス酸化物半導体は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを含み構成
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され、結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表さ
れるアモルファス酸化物半導体が好ましい。特に、ＩｎＧａＺｎＯ４がより好ましい。こ
の組成のアモルファス酸化物半導体の特徴としては、電気伝導度が増加するにつれ、電子
移動度が増加する傾向を示す。また、電気伝導度を制御するには、成膜中の酸素分圧によ
り制御が可能であることが特開２００６－１６５５２９号公報に開示されている。
　もちろん、活性層及び抵抗層には酸化物半導体だけではなく、Ｓｉ、Ｇｅなどの無機半
導体、ＧａＡｓ等の化合物半導体、ペンタセン、ポリチオフェン等の有機半導体材料、カ
ーボンナノチューブ等にも適応可能である。
【００３９】
＜活性層及び抵抗層の電気伝導度＞
　本発明における活性層は、ゲート絶縁膜に近接し、ソース電極及びドレイン電極に近接
する抵抗層より高い電気伝導度を有することを特徴とする。
　抵抗層の電気伝導度に対する活性層の電気伝導度の比率（活性層の電気伝導度／抵抗層
の電気伝導度）は、１０１以上１０１０以下であり、好ましくは、１０２以上１０１０以
下であり、より好ましくは、１０２以上１０８以下である。前記活性層の電気伝導度が、
１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。好ましくは、１０－１Ｓｃｍ－１

以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。
　抵抗層の電気伝導度は、好ましくは１０－２Ｓｃｍ－１以下、より好ましくは１０－９

Ｓｃｍ－１以上１０－３Ｓｃｍ－１以下である。
【００４０】
＜活性層と抵抗層の膜厚＞
　抵抗層の膜厚が活性層の膜厚より厚いことが好ましい。より好ましくは、抵抗層の膜厚
／活性層の膜厚比が１を越え１００以下、さらに好ましくは１を越え１０以下である。
　活性層の膜厚は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下が好ましく、より好ましくは２．５ｎｍ以
上３０ｎｍ以下である。抵抗層の膜厚は、５ｎｍ以上５００ｎｍ以下が好ましく、より好
ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【００４１】
　上記の構成の活性層及び抵抗層を用いることにより、移動度が１０ｃｍ２／（Ｖ・秒）
以上の高い移動度のＴＦＴで、オン・オフ比が１０６以上のトランジスタ特性を実現でき
る。
【００４２】
＜電気伝導度の調整手段＞
　電気伝導度の調整手段としては、活性層及び抵抗層が酸化物半導体である場合は下記の
手段を挙げることが出来る。
【００４３】
（１）酸素欠陥による調整
　酸化物半導体において、酸素欠陥ができると、キャリア電子が発生し、電気伝導度が大
きくなることが知られている。よって、酸素欠陥量を調整することにより、酸化物半導体
の電気伝導度を制御することが可能である。酸素欠陥量を制御する具体的な方法としては
、成膜中の酸素分圧、成膜後の後処理時の酸素濃度と処理時間等がある。ここでいう後処
理とは、具体的に１００℃以上の熱処理、酸素プラズマ、ＵＶオゾン処理がある。これら
の方法の中でも、生産性の観点から成膜中の酸素分圧を制御する方法が好ましい。成膜中
の酸素分圧を調整することにより、酸化物半導体の電気伝導度の制御ができることは、特
開２００６－１６５５２９号公報に開示されており、本手法を利用することができる。
【００４４】
（２）組成比による調整
　酸化物半導体の金属組成比を変えることにより、電気伝導度が変化することが知られて
いる。例えば、ＩｎＧａＺｎ１－ＸＭｇＸＯ４において、Ｍｇの比率が増えていくと、電
気伝導度が小さくなることが、特開２００６－１６５５２９号公報に開示されている。ま
た、（Ｉｎ２Ｏ３）１－Ｘ（ＺｎＯ）Ｘの酸化物系において、Ｚｎ／Ｉｎ比が１０％以上
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では、Ｚｎ比率が増加するにつれ、電気伝導度が小さくなることが報告されている（「透
明導電膜の新展開II」シーエムシー出版　Ｐ．３４－３５）。これら組成比を変える具体
的な方法としては、例えば、スパッタによる成膜方法においては、組成比が異なるターゲ
ットを用いる。または、多元のターゲットにより、共スパッタし、そのスパッタレートを
個別に調整することにより、膜の組成比を変えることが可能である。　
【００４５】
（３）不純物による調整
　酸化物半導体に、Ｌｉ，Ｎａ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｃｕ，Ｃｄ，Ｃ，Ｎ，又はＰ等の元
素を不純物として添加することにより、電子キャリア濃度を減少させること、つまり電気
伝導度を小さくすることが可能であることが、特開２００６－１６５５２９号公報に開示
されている。不純物を添加する方法としては、酸化物半導体と不純物元素とを共蒸着によ
り行う、成膜された酸化物半導体膜に不純物元素のイオンをイオンドープ法により行う等
がある。
【００４６】
（４）酸化物半導体材料による調整
　上記（１）～（３）においては、同一酸化物半導体系での電気伝導度の調整方法を述べ
たが、もちろん酸化物半導体材料を変えることにより、電気伝導度を変えることができる
。例えば、一般的にＳｎＯ２系酸化物半導体は、Ｉｎ２Ｏ３系酸化物半導体に比べて電気
伝導度が小さいことが知られている。このように酸化物半導体材料を変えることにより、
電気伝導度の調整が可能である。特に電気伝導度の小さい酸化物材料としては、Ａｌ２Ｏ

３、Ｇａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ３、ＭｇＯ、又はＨｆＯ３等の酸化物絶
縁体材料が知られており、これらを用いることも可能である。
　電気伝導度を調整する手段としては、上記（１）～（４）の方法を単独に用いても良い
し、組み合わせても良い。
【００４７】
＜活性層及び抵抗層の形成方法＞
　活性層及び抵抗層の成膜方法は、酸化物半導体の多結晶焼結体をターゲットとして、気
相成膜法を用いるのが良い。気相成膜法の中でも、スパッタリング法、パルスレーザー蒸
着法（ＰＬＤ法）が適している。さらに、量産性の観点から、スパッタリング法が好まし
い。
【００４８】
　例えば、ＲＦマグネトロンスパッタリング蒸着法により、真空度及び酸素流量を制御し
て成膜される。酸素流量が多いほど電気伝導度を小さくすることができる。
【００４９】
　成膜した膜は、周知のＸ線回折法によりアモルファス膜であることが確認できる。
　また、膜厚は触針式表面形状測定により求めることができる。組成比は、ＲＢＳ（ラザ
フォード後方散乱）分析法により求めることができる。
【００５０】
５）ゲート電極
　本発明におけるゲート電極としては、例えば、Ａｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、
またはＡｇ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、ＡＰＣ等の合金、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム
、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の金属酸化物導電膜、
ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロ－ルなどの有機導電性化合物、またはこれらの
混合物を好適に挙げられる。
　ゲート電極の厚みは、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００５１】
　ゲート電極の成膜法は特に限定されることはなく、印刷方式、コ－ティング方式等の湿
式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ－ティング法等の物理的方式、ＣＶ
Ｄ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式、などの中から前記材料との適性を考慮して適宜選
択した方法に従って前記基板上に形成することができる。例えば、ＩＴＯを選択する場合
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には、直流あるいは高周波スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレ－ティング法等に
従って行うことができる。またゲート電極の材料として有機導電性化合物を選択する場合
には湿式製膜法に従って行うことができる。
【００５２】
６）ソース電極及びドレイン電極
　本発明におけるソース電極及びドレイン電極材料として、例えば、Ａｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、
Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、またはＡｇ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、ＡＰＣ等の合金、酸化錫、酸化亜
鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の
金属酸化物導電膜、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロ－ルなどの有機導電性化合
物、またはこれらの混合物を好適に挙げられる。
　ソース電極及びドレイン電極の厚みは、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好
ましい。
【００５３】
　ソース電極及びドレイン電極の製膜法は特に限定されることはなく、印刷方式、コ－テ
ィング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ－ティング法等の
物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式、などの中から前記材料との適性
を考慮して適宜選択した方法に従って前記基板上に形成することができる。例えば、ＩＴ
Ｏを選択する場合には、直流あるいは高周波スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレ
－ティング法等に従って行うことができる。またソース電極及びドレイン電極の材料とし
て有機導電性化合物を選択する場合には湿式製膜法に従って行うことができる。
【００５４】
７）基板
　本発明に用いられる基板は特に限定されることはなく、例えばＹＳＺ（ジルコニア安定
化イットリウム）、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレ－ト、ポリブチレンテ
レフタレ－ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカ－ボ
ネ－ト、ポリエ－テルスルホン、ポリアリレ－ト、アリルジグリコ－ルカ－ボネ－ト、ポ
リイミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレ
ン）等の合成樹脂等の有機材料、などが挙げられる。前記有機材料の場合、耐熱性、寸法
安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性、又は低吸湿性等に優れていることが
好ましい。
【００５５】
　本発明においては特に可撓性基板が好ましく用いられる。可撓性基板に用いる材料とし
ては、透過率の高い有機プラスチックフィルムが好ましく、例えばポリエチレンテレフタ
レート、ポリブチレンフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリス
チレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリ
シクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）等のプラス
ティックフィルムを用いることができる。また、フィルム状プラスティック基板には、絶
縁性が不十分の場合は絶縁層、水分や酸素の透過を防止するためのガスバリア層、フィル
ム状プラスティック基板の平坦性や電極や活性層との密着性を向上するためのアンダーコ
ート層等を備えることも好ましい。
【００５６】
　ここで、可撓性基板の厚みは、５０μｍ以上５００μｍ以下とすることが好ましい。こ
れは、可撓性基板の厚みを５０μｍ未満とした場合には、基板自体が十分な平坦性を保持
することが難しいためである。また、可撓性基板の厚みを５００μｍよりも厚くした場合
には、基板自体を自由に曲げることが困難になる、すなわち基板自体の可撓性が乏しくな
るためである。
【００５７】
８）保護絶縁膜
　必要によって、ＴＦＴ上に保護絶縁膜を設けても良い。保護絶縁膜は、活性層または抵
抗層の半導体層を大気による劣化から保護する目的や、ＴＦＴ上に作製される電子デバイ
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スとを絶縁する目的がある。
【００５８】
　その具体例としては、ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、Ｃａ
Ｏ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、又はＴｉＯ２等の金属酸化物、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘ

Ｏｙ等の金属窒化物、ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、又はＣａＦ２等の金属フッ化物、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポ
リテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロ
エチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テ
トラフルオロエチレンと少なくとも１種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合さ
せて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率１％以
上の吸水性物質、吸水率０．１％以下の防湿性物質等が挙げられる。
【００５９】
　保護絶縁膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、反応性スパッタリング法、ＭＢＥ（分子線エピタキシ）法、クラスターイオンビ
ーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法（高周波励起イオンプレーティング法
）、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、ガスソースＣＶＤ法、コーティ
ング法、印刷法、又は転写法を適用できる。
【００６０】
９）後処理
　必要によって、ＴＦＴの後処理として、熱処理を行っても良い。熱処理としては、温度
１００℃以上で、大気下または窒素雰囲気下で行う。熱処理を行う工程としては、半導体
層を成膜後でも良いし、ＴＦＴ作製工程の最後に行っても良い。熱処理を行うことにより
、ＴＦＴの特性の面内バラつきが抑制される、駆動安定性が向上する等の効果がある。
【００６１】
２．表示装置
　本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、液晶やＥＬ素子を用いた画像表示装置、特に
平面薄型表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＰＤ）に好ましく用いら
れる。より好ましくは、基板に有機プラスチックフィルムのような可撓性基板を用いたフ
レキシブル表示装置に用いられる。特に、本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、移動
度が高いことから有機ＥＬ素子を用いた表示装置、フレキシブル有機ＥＬ表示装置に最も
好ましく用いられる。
【００６２】
（応用）
　本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、液晶やＥＬ素子を用いた画像表示装置、特に
ＦＰＤのスイッチング素子、駆動素子として用いることができる。特に、フレキシブルＦ
ＰＤ装置のスイッチング素子、駆動素子として用いるのが適している。さらに本発明の電
界効果型薄膜トランジスタを用いた表示装置は、携帯電話ディスプレイ、パーソナルデジ
タルアシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータディスプレイ、自動車の情報ディスプレイ、
ＴＶモニター、あるいは一般照明を含む広い分野で幅広い分野で応用される。
　また、本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、表示装置以外にも、有機プラスチック
フィルムのような可撓性基板上に本発明の電界効果型薄膜トランジスタを形成し、ＩＣカ
ードやＩＤタグなどに幅広く応用が可能である。
【実施例】
【００６３】
　以下に、本発明の薄膜電界効果型トランジスタについて、実施例により説明するが、本
発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない。
【００６４】
実施例１
１．活性層及び抵抗層の作製
＜条件１＞
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　ＩｎＧａＺｎＯ４の組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマグネトロン
スパッタ真空蒸着法により、Ａｒ流量１２ｓｃｃｍ、Ｏ２流量０．２ｓｃｃｍ、ＲＦパワ
ー２００Ｗ、圧力０．４Ｐａの条件で行った。
＜条件２＞
　条件１と同様に、但しＯ２流量を０．６ｓｃｃｍに変更して行った。
＜条件３＞
　条件１と同様に、但しＯ２流量を１．４ｓｃｃｍに変更して行った。
＜条件４＞
　条件１と同様に、但しＯ２流量を１．５ｓｃｃｍに変更して行った。
＜条件５＞
　条件１と同様に、但しＯ２流量を１．８ｓｃｃｍに変更して行った。
【００６５】
　上記条件１～５とで同一条件で上記無アルカリガラス基板（コーニング社、品番ＮＯ．
１７３７）に直接これらの層を１００ｎｍ設けた物性測定用サンプルを作製した。これら
の物性測定用サンプルを周知のＸ線回折法により分析した結果、これらの膜はアモルファ
ス膜であることが確認できた。また、これらの物性測定用サンプルの電気伝導度および、
ホール測定法によるキャリア濃度、及び組成比を測定した。得られた結果を表１に示す。
【００６６】
　－電気伝導度の測定方法－
　物性測定用サンプルの電気伝導度は、サンプルの測定されたシート抵抗と膜厚から計算
し求めた。ここで、シート抵抗をρ（Ω／□）、膜厚をｄ（ｃｍ）とすると、電気伝導度
σ（Ｓｃｍ－１）は、σ＝１／（ρ＊ｄ）として算出される。
　本実施例において、物性測定用サンプルのシート抵抗１０７Ω／□未満の領域ではロレ
スタ－ＧＰ（三菱化学社製）、シート抵抗１０７Ω／□以上の領域ではハイテスタ－ＵＰ
（三菱化学社製）を用いて２０℃の環境下で行った。物性測定用サンプルの膜厚測定には
触針式表面形状測定器ＤｅｋＴａｋ－６Ｍ（ＵＬＶＡＣ社製）を用いた。
【００６７】
　－ホール効果測定法によるキャリア濃度測定－
　物性測定用サンプルのキャリア濃度の測定には、ＲｅｓｉＴｅｓｔ８３００型（東陽テ
クニカ社製）を用いてホール効果測定を行うことにより求めた。ホール効果測定は２０℃
の環境下で行った。尚、ホール効果測定を行うことにより、キャリア濃度だけではなく、
キャリアのホール移動度も求めることができる。
【００６８】
　－組成比の測定方法－
　物性測定用サンプルの組成比のＲＢＳ（ラザフォード後方散乱）分析により、組成比を
求めた。
【００６９】
【表１】

【００７０】
　表１より、酸化物半導体ＩｎＧａＺｎＯ４のスパッタ膜において、スパッタ時の酸素流
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量を上げる、つまりスパッタ膜中の酸素濃度を増やすと、電気伝導度が減少し、ホール移
動度が減少することが示された。また、組成比において、Ｚｎ／Ｉｎ比が増加すると、電
気伝導度が減少し、ホール移動度も減少することが示された。
【００７１】
２．ＴＦＴ素子の作製
　本発明のＴＦＴ素子１，２および比較のＴＦＴ素子１，２を作製した。本発明のＴＦＴ
素子１、２および比較のＴＦＴ素子１，２の断面構造を図２０に示す。
　基板としては、無アルカリガラス板（コーニング社、品番ＮＯ．１７３７）を用いた。
純水１５分→アセトン１５分→純水１５分の順で超音波洗浄を行った前記基板上に、Ｓｎ
Ｏ２含有率が１０質量％である酸化インジウム錫（ＩＴＯ）タ－ゲット（インジウム：錫
＝９５：５（モル比））を用いて、ＲＦマグネトロンスパッタ（条件：成膜温度４３℃、
スパッタガスＡｒ＝１２ｓｃｃｍ、ＲＦパワー４０Ｗ、成膜圧力０．４Ｐａ）により、ゲ
ート電極としてのＩＴＯ薄膜（厚み３０ｎｍ）を形成した。ゲート電極ＩＴＯのパターニ
ングには、スパッタ時にシャドウマスクを用いることにより行った。
【００７２】
　次にゲート電極上に、下記のゲート絶縁膜の形成を行った。
　ゲート絶縁膜：ＳｉＯ２をＲＦマグネトロンスパッタ真空蒸着法（条件：ターゲットＳ
ｉＯ２、成膜温度５４℃、スパッタガスＡｒ／Ｏ２＝１２／２ｓｃｃｍ、ＲＦパワー４０
０Ｗ、成膜圧力０．４Ｐａ）にて２００ｎｍ形成し、ゲート絶縁膜を設けた。ゲート絶縁
膜ＳｉＯ２のパターニングには、スパッタ時にシャドウマスクを用いることにより行った
。
【００７３】
　この上に、ＩｎＧａＺｎＯ４からなる活性層及び抵抗層を設けた。本発明のＴＦＴ素子
１，２および比較のＴＦＴ素子１，２における活性層及び抵抗層の蒸着条件及び蒸着厚み
を表２に示した。活性層及び抵抗層の蒸着条件は上記の「１．活性層及び抵抗層の作製」
に示す通りである。尚、活性層及び抵抗層のＩｎＧａＺｎＯ４のパターニングには、上記
と同様に、スパッタ時にシャドウマスクを用いることにより行った。
【００７４】
　次いで、上記活性層又は抵抗層の上にソース電極及びドレイン電極としてＩＴＯを４０
ｎｍの厚みにＲＦマグネトロンスパッタ（条件：成膜温度４３℃、スパッタガスＡｒ＝１
２ｓｃｃｍ、ＲＦパワー４０Ｗ、成膜圧力０．４Ｐａ）にて、蒸着した。尚、ソース電極
およびドレイン電極のパターニングには、スパッタ時にシャドウマスクを用いることによ
り行った。以上により、チャネル長Ｌ＝２００μｍ、チャネル幅Ｗ＝１０００μｍの逆ス
タガ構造の本発明のＴＦＴ素子１，２および比較のＴＦＴ素子１，２を作製した。
【００７５】
３．性能評価
　得られた各ＴＦＴ素子について、飽和領域ドレイン電圧Ｖｄ＝４０Ｖ（ゲート電圧－２
０Ｖ≦Ｖｇ≦４０Ｖ）でのＴＦＴ伝達特性の測定を行い、ＴＦＴの電界効果移動度および
ＯＮ／ＯＦＦ比を評価した。ＴＦＴ伝達特性の測定は、半導体パラメータ・アナライザー
４１５６Ｃ（アジレントテクノロジー社製）を用いて行った。
　図５は、これらの素子のＴＦＴ伝達特性を示す電流－電圧特性曲線である。横軸はゲー
ト電圧Ｖｇ、縦軸はドレイン電流Ｉｄである。
【００７６】
－電界効果移動度の算出方法－
　飽和領域における電界効果移動度μは、ＴＦＴ伝達特性から次式で求められる。
　　　μ＝（２Ｌ／Ｗ＊Ｃｏｘ）＊（∂Ｉｄ１／２／∂Ｖｇ）
　ここで、Ｌはチャネル長、Ｗはチャネル幅、Ｃｏｘはゲート絶縁膜の静電容量、Ｉｄは
ドレイン電流、Ｖｇはゲート電圧を示す。
【００７７】
－ＯＮ／ＯＦＦ比の算出方法－
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　ＯＮ／ＯＦＦ比はＴＦＴ伝達特性からドレイン電流Ｉｄにおける最大値Ｉｄｍａｘと最
小値Ｉｄｍｉｎとの比Ｉｄｍａｘ／Ｉｄｍｉｎから求めた。
【００７８】
　図５のＴＦＴ伝達特性の測定結果から得られたＴＦＴ特性を表２に示した。表２の結果
より、本発明の素子１，２は電界効果移動度が大きくかつＯＮ／ＯＦＦ比が高く優れた性
能を示した。一方、中庸の電気伝導度の活性層を１層でのみ構成した比較素子１は電界効
果移動度が小さかった。また、活性層を電気伝導度の小さい抵抗層、抵抗層を電気伝導度
の大きい活性層に入れ替えた比較素子２は、ＯＮ／ＯＦＦ比が極めて低下した。
【００７９】
　以上に明らかなように、本発明による電気伝導度の大きい活性層、及び電気伝導度の小
さい抵抗層を有する構成によって、電界効果移動度が大きくかつＯＮ／ＯＦＦ比が高い予
想外に優れた性能を示すことが見出された。
【００８０】
【表２】

【００８１】
実施例２
１．本発明のＴＦＴ素子３の作製
　本発明のＴＦＴ素子１の作製において、ゲート電極をＩＴＯ３０ｎｍよりＭｏ４０ｎｍ
に変更し、さらに抵抗層を実施例１の抵抗層作製条件５にて作製し、また活性層と抵抗層
の厚みをそれぞれ３０ｎｍおよび２０ｎｍへと変更して、本発明のＴＦＴ素子３を作製し
た。Ｍｏの成膜には、ＤＣマグネトロンスパッタリング蒸着法（スパッタリング条件：Ｄ
Ｃパワー３８０Ｗ、スパッタガスＡｒ＝１２ｓｃｃｍ、圧力０．４Ｐａ）にて行った。
【００８２】
２．性能評価
　実施例１と同様に、ＴＦＴ素子性能を評価した結果を表２に示した。
　その結果、本発明のＴＦＴ素子３は、さらに電界効果移動度が大きくかつＯＮ／ＯＦＦ
比が高く、本発明のＴＦＴ素子１，２より優れた性能を示した。しかし、ＴＦＴ伝達特性
の測定を繰り返し行うと、本発明のＴＦＴ素子１，２の方が、本発明のＴＦＴ素子３より
ＯＮ／ＯＦＦ比の劣化が少なく、より耐久性に優れていた。
【００８３】
実施例３
１．本発明のＴＦＴ素子４の作製
　本発明のＴＦＴ素子１の作製において、基板にはポリエチレンナフタレートフィルムの
両面に下記バリア機能を持つ絶縁層を有するバリア付きフイルムを用いた。前記バリアフ
イルム上に形成するゲート電極をＩＴＯ３０ｎｍよりＭｏ４０ｎｍに変更し、本発明のＴ
ＦＴ素子４を作製した。Ｍｏの成膜は実施例２と同様の条件にて行った。
【００８４】
　上記バリア機能を持つ絶縁層にＳｉＯＮを用いた。絶縁層ＳｉＯＮの成膜条件は以下で
ある。　
　絶縁層：ＳｉＯＮを５００ｎｍの厚みに蒸着した。ＳｉＯＮの蒸着にはＲＦマグネトロ
ンスパッタリング蒸着法（スパッタリング条件：ターゲットＳｉ３Ｎ４、ＲＦパワー４０
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０Ｗ、ガス流量Ａｒ／Ｏ２＝１２／３ｓｃｃｍ、成膜圧力０．４５Ｐａ）を用いた。
【００８５】
２．性能評価
　実施例１と同様に、ＴＦＴ素子性能を評価した結果を表２に示した。
　その結果、本発明のＴＦＴ素子４は、ガラス上に作製した本発明のＴＦＴ素子１と同等
の電界移動度、ＯＮ／ＯＦＦ比を示した。このことより、本発明のＴＦＴ素子は、有機プ
ラスチックフィルムからなる可撓性基板上においても高移動度、高ＯＮ／ＯＦＦ比を示す
ことがわかった。
【００８６】
実施例４
１．本発明のＴＦＴ素子の作製
　下記に従って、本発明によるトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。本実施例のＴＦＴ
素子の断面構造は図２１に示す。
　実施例１と同様に無アルカリガラス板（コーニング社、品番ＮＯ．１７３７）を用い、
この上にソース電極およびドレイン電極としてＩＴＯ（厚み４０ｎｍ）を形成した。ＩＴ
Ｏの成膜方法は実施例１と同条件で行った。また、ソース電極およびドレイン電極のパタ
ーニングは、実施例１と同様のシャドウマスクを用いて行った。
【００８７】
　この上に、抵抗層を条件４で４０ｎｍの厚みに、また活性層を実施例１の条件１で１０
ｎｍの厚みに設けた。これらの層のパターニングは、実施例１と同様のシャドウマスクを
用いて行った。
【００８８】
　この上に、ゲート絶縁膜として厚み２００ｎｍのＳｉＯ２を設けた。ＳｉＯ２の成膜方
法は実施例１と同条件で行った。また、ゲート絶縁膜のパターニングは、実施例１と同様
のシャドウマスクを用いて行った。
【００８９】
　次いで、ゲート電極としてＩＴＯを３０ｎｍ設けた。ＩＴＯの成膜方法は実施例１と同
条件で行った。また、ゲート電極のパターニングは、実施例１と同様のシャドウマスクを
用いて行った。
　以上により、チャネル長Ｌ＝２００μｍ、チャネル幅Ｗ＝１０００μｍのトップゲート
型ＴＦＴ素子を得た。
【００９０】
２．性能評価
　実施例１と同様に、ＴＦＴ素子性能を評価した結果、電界効果移動度が１７．７ｃｍ２

／Ｖｓ、ＯＮ／ＯＦＦ比が３×１０６であった。トップゲート型ＴＦＴでも高移動度、高
ＯＮ／ＯＦＦ比が得られた。
【００９１】
実施例５
　実施例３における活性層及び抵抗層の調製を下記に変更した以外は実施例１と同様にし
てＴＦＴ素子を作製した。下記条件によれば、ゲート絶縁膜に隣接した活性層の電気伝導
性が大きく、ソース電極およびドレイン電極に隣接した抵抗層の電気伝導性が小さく、そ
の間の領域の電気伝導性が連続的に変化した構成が形成される。本実施例のＴＦＴ素子の
断面構造は図２２に示す。
【００９２】
＜活性層及び抵抗層の作製条件＞
　ＩｎＧａＺｎＯ４をターゲットとして用いて、実施例１におけると同じスパッタリング
装置を用いて、連続した活性層と抵抗層を作製した。スパッタリング条件は、ＲＦパワー
２００Ｗ、スパッタガスＡｒ流量１２ｓｃｃｍ、圧力０．４Ｐａで、酸素流量を０．６ｓ
ｃｃｍから１．８ｓｃｃｍまで連続的に変化させながら、膜厚が５０ｎｍになるまで成膜
した。
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【００９３】
＜性能評価＞
　作製したＴＦＴ素子を実施例１と同様に評価した所、移動度８．９ｃｍ２／Ｖｓ、ＯＮ
／ＯＦＦ比１．０×１０６という良いＴＦＴ特性を示した。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図２】比較の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図３】本発明のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図４】比較のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図５】逆スタガ構造のＴＦＴ素子の電流－電圧特性を示す特性曲線である。　横軸は、
ゲート電圧（Ｖｇ）であり、縦軸はドレイン電流（Ｉｄ）である。
【図６】本発明の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。活性層の電気伝導
度が層内で連続的にゲート絶縁膜に接する領域で大きく、ソース・ドレイン電極に接する
領域の抵抗層で小さくなるよう変化している。
【図７】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図８】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図９】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図１０】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造の模式図である。
【図１１】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図１２】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図１３】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図１４】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図１５】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造の模式図である。
【図１６】本発明の別の態様の逆スタガ構造のＴＦＴ素子構造の模式図である。
【図１７】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造の模式図である。
【図１８】本発明の別の態様のトップゲート構造のＴＦＴ素子構造の模式図である。
【図１９】本発明のＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス駆動型液晶表示装置の等価
回路の模式図である。
【図２０】実施例１～３におけるＴＦＴ素子の断面構造の模式図である。
【図２１】実施例４におけるＴＦＴ素子の断面構造の模式図である。
【図２２】実施例５におけるＴＦＴ素子の断面構造の模式図である。
【符号の説明】
【００９５】
　　１，１１，２１，３１，７１，：基板
　　２，１２，２２，３２，７２，１３２，１４２：ゲート電極
　　３，１３，１５，２３，３３，４３，５３，６３，７３，８３，９３，１０３，１１
３，１２３，１３３，１４３：ゲート絶縁膜
　　４，１４：活性層
　　４－１，４－１１，４－２１，４－３１，４－４１，４－５１，４－６１，４－７１
，４－８１，４－９１，４－１０１，４－１１１，４－１２１，４－１３１，４－１４２
：活性層
　　４－２，４－１２，４－２２，４－３２ａ，４－３２ｂ，４－４２，４－５２ａ，４
－５２ｂ，４－６２，４－７２ａ，４－７２ｂ，４－８２，４－９２ａ，４－９２ｂ，４
－１０２，４－１１２ａ，４－１１２ｂ，４－１２２，４－１３２，４－１４２：抵抗層
　　５－１，５－１１，５－２１，１６，５－３１，５－４２，５－５１，５－６１，５
－７１，５－８１，５－９１，５－１０１，５－１１１，５－１２１，５－１３１，５－
１４１：ソース電極
　　５－２，５－１２，５－２２，１７，５－３２，５－４２，５－５２，５－６２，５
－７２，５－８２，５－９２，５－１０２，５－１１２，５－１２２，５－１３２，５－
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１４２：ドレイン電極
　　６，１６，２６，３６，７６，：絶縁層
　　７：高酸素濃度層（比較例）
　　８．低酸素濃度層（比較例）
２００：スイッチングＴＦＴ
３００：液晶素子
４００：信号電極線
５００：ゲート電極線
６００：コンデンサ
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